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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
二
百
四
十
五
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
中
川
五
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

化
合
物
並
び
に
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
三
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
細
田
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
に

対
し
、
家
畜
又
は
そ
の
死
体
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
家
畜
防
疫
員

の
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

ブ
ル
セ
ラ
症
検
査

㈠

実
施
の
目
的

ブ
ル
セ
ラ
症
の
発
生
の
予
察

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣

検
査
の
方
法

血
清
抗
体
検
査
及
び
細
菌
学
的
検
査

二

結
核
検
査

㈠

実
施
の
目
的

結
核
の
発
生
の
予
察

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と
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す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣

検
査
の
方
法

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

三

ヨ
ー
ネ
病
検
査

㈠

実
施
の
目
的

ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
の
予
防

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
区
域

実
施
期
日

立
川
市
、
青
梅
市
、

あ
き
る
野
市
及
び

日
の
出
町
の
全
域

令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

八
丈
町
の
全
域

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜

保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

た
だ
し
、
右
に
定
め
る
ほ
か
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と

し
、
実
施
の
期
日
に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

ア

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
伝

染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十

五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
。
た
だ
し
、
六
箇
月
齢
未

満
の
牛
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
不
要
と
認
め
た

牛
を
除
く
。

イ

搾
乳
及
び
繁
殖
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
東
京

都
の
区
域
外
か
ら
移
入
し
た
牛
。
た
だ
し
、
六
箇
月
齢
未
満

の
牛
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
不
要
と
認
め
た
牛

を
除
く
。

㈣

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法

四

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査

㈠

実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日
に
つ

い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
死
亡
し
た
牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
死
体

の
う
ち
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る

死
体
。
た
だ
し
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め

た
も
の
に
限
る
。

㈣

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法

五

馬
伝
染
性
貧
血
検
査

㈠

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
の
予
防

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
馬
の
う
ち
、
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣

検
査
の
方
法

血
清
抗
体
検
査

六

豚
熱
検
査

㈠

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
の
予
察

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
の
う

ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
抗
体
検
査

七

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
検
査

㈠

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
察

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
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日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、

き
じ
、
エ
ミ
ュ
ー
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
の

う
ち
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
抗
体
検
査

そ

八

腐
蛆
病
検
査

㈠

実
施
の
目
的

そ
腐
蛆
病
の
発
生
の
予
防

㈡

実
施
す
る
区
域
及
び
期
日

実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
都
内
全
域
と
し
、
実
施
の
期
日

に
つ
い
て
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日
と

す
る
。

㈢

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
蜜
蜂
の
う
ち
、
東
京
都

の
区
域
を
越
え
て
移
動
す
る
も
の
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

検
査
を
必
要
と
認
め
た
も
の

㈣

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
、
ミ
ル
ク
テ
ス
ト
及
び
細
菌
学
的
検
査

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
予
防

二

実
施
す
る
区
域

都
内
全
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

実
施
す
る
区
域
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
の
う
ち
、

家
畜
防
疫
員
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四

実
施
す
る
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

注
射
の
方
法

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
あ
き
る
野

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
泉
町
千
九
百
十
番
四
十
四
地
先
か
ら

同
市
楢
原
町
千
五
百
七
十
八
番
五
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り


